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教育委員会 平成２３年度６月臨時会会議録 

 

〇日  時  平成２３年６月２４日（金） ９時００分開会、９時１５分閉会 

 

〇場  所  鎌倉市役所 ４０２会議室 

 

〇出席委員  林委員、山田委員、朝比奈委員、下平委員、熊代教育長 

 

〇傍 聴 者  なし 

 

〇本日審議を行った案件 

１ 議案第６号鎌倉市教育委員会委員長の選任について 

２ 議案第７号鎌倉市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

３ 議案第８号鎌倉市教育委員会職員の人事について 

 

事務局 

 前委員長及び前委員長職務代理者の任期は、６月２２日までだった。委員長が選任され

るまでの間、教育委員としての在籍年数が一番長い熊代教育長に会議の進行をお願いした

い。 

 

熊代教育長 

それでは、委員長が選任されるまでの間、進行を務めさせていただく。 

定足数に達したので委員会は成立した。これより６月臨時会を開会する。開会するにあ

たり、仲村委員の後任として、下平委員が議会の選任を得られ選出されたのでご挨拶い

ただきたい。 

 

下平委員 

皆様、おはようございます。不慣れで未熟者だが皆様のご指導をいただきながら、鎌倉

市の教育の発展のために精一杯努めてまいりたい。末永く、温かいご指導を賜りたい。 

                                        

熊代教育長 

本日の議事日程はお手元に配付したとおりである。なお、日程の３議案第８号について

は、本日追加議案として提出されたので日程に載せさせていただいた。この議案第８号は

人事案件のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項の規定により、

非公開にしたいと思うが、異議はないか。 
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（異議なし） 

 

熊代教育長 

異議なしと認め、議案第８号については非公開とする。本日の会議録署名委員を林委員

にお願いする。それでは、日程に従い議事を進める。 

   

                                        

１ 議案第６号 鎌倉市教育委員会委員長の選任について 

 

熊代教育長 

 日程の１ 議案第６号「鎌倉市教育委員会委員長の選任について」を議題とする。議案 

の説明についてお願いする。                                           

                                                 

教育総務部次長兼教育総務課長 

 鎌倉市教育委員会委員長の選任について、説明する。議案集は、１ページをお開きいた

だきたい。 

 前任の仲村委員長が、本年６月２２日をもって委員の任期を満了したことにともない、

新たに委員長の選任をお願いするものである。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条では、委員長の任期は１年と規定さ

れている。新委員長の任期は平成２３年６月２４日から平成２４年６月２３日までの１年

間になるが、この間、委員としての任期が終了する場合には、委員長としての任期も委員

の任期終了までとなる。 

  

質問・意見 

 （特になし） 

 

熊代教育長 

 それでは、これより選任を行う。まず、選任の方法についてお諮りする。 

 これまで委員長の選任については指名推薦で行ってきた。今回も指名推薦でよいか。 

 

（異議なし） 

 

熊代教育長 

 それでは指名推薦で行うこととする。では、どなたか推薦をお願いしたい。 

 

 （林委員にお願いしたいとの声あり） 
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熊代教育長 

 林委員が挙がったが、他にないか。それでは、林委員を委員長に選任することに異議 

はないか。 

 

 （異議なし） 

 

熊代教育長 

 異議なしと認め、林委員を、鎌倉市教育委員会委員長に選任することに決定した。委員 

長が決定したので、これよりの議事は新委員長にお願いする。 

 

林委員長 

 教育委員長に選任いただき、ありがとうございました。よろしくお願いしたい。 

 

 

２ 議案第７号 鎌倉市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

 

林委員長 

日程の２ 議案第７号「鎌倉市教育委員会委員長職務代理者の指定について」を議題と 

する。議案の説明についてお願いする。 

 

教育総務部次長兼教育総務課長 

 鎌倉市教育委員会委員長職務代理者の選定について、説明する。議案集、２ページをお

開きいただきたい。 

 委員長職務代理者は、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたとき、委員長に代

わりその職務を行うもので、教育委員会があらかじめ指定することとされている。 

 前任の委員長職務代理者である林委員は、平成２２年６月２３日に委員長職務代理者に

選任され、本年６月２２日をもって任期満了となっている。 

 ついては新たに委員長職務代理者の指定をお願いするものである。 

 委員長職務代理者の任期は特に定められていないが、慣例により、委員長の任期同様１

年としている。よって、任期は平成２３年６月２４日から平成２４年６月２３日までの１

年間となるが、この間、委員としての任期が終了する場合には、委員長職務代理者として

の任期も委員の任期終了までとなる。 

  

質問・意見 

 （特になし） 
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林委員長 

 それでは、これより選任を行う。まず、選任の方法についてお諮りする。 

 これまで委員長職務代理者の選任については指名推薦で行ってきた。今回も指名推薦で 

よいか。 

 

（異議なし） 

 

林委員長 

 それでは指名推薦で行うこととする。では、どなたか推薦をお願いしたい。 

 

 （山田委員にお願いしたいとの声あり） 

 

林委員長 

 山田委員が挙がったが、ほかにないか。それでは、山田委員を委員長職務代理者に指定 

することに異議はないか。 

 

 （異議なし） 

 

林委員長 

異議なしと認め、山田委員を、鎌倉市教育委員会委員長職務代理者に指定することと決

定した。委員長職務代理者に選任された山田委員より一言お願いしたい。 

 

山田委員 

 委員長職務代理者にお選びいただきありがとうございました。未熟だが、委員長を支え 

て頑張っていきたいと思う。よろしくお願いしたい。 

 

 

林委員長 

 以上で本日の日程はすべて終了した。６月臨時会を閉会する。 

 

   

 


